
国立大学法人　東京大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成２０年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成２０年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

24,490 14,832 7,426 2,232 （教育研究連携手当）

千円 千円 千円 千円

19,401 11,064 5,288 184 （通勤手当）
1,200 （副学長手当）
1,665 （教育研究連携手当）

千円 千円 千円 千円

18,223 11,064 5,419 75 （通勤手当）
1,665 （教育研究連携手当）

千円 千円 千円 千円

19,287 11,064 5,288 70 （通勤手当）
1,200 （副学長手当）
1,665 （教育研究連携手当）

千円 千円 千円 千円

19,295 11,064 5,288 78 （通勤手当）
1,200 （副学長手当）
1,665 （教育研究連携手当）

D理事

役名
その他（内容）

C理事

法人の長

A理事

B理事

前職
就任・退任の状況

平成20年4月1日より、教育研究連携手当の支給割合を15.05％とした。

法人の長に同じ

東京大学役員給与規則により、役員の賞与の額については、総長が国立大学法人評価委員
会が行う業績評価の結果及び勤務実績を勘案して定めることとしている。

該当者なし

法人の長に同じ

該当者なし
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千円 千円 千円 千円

19,576 11,064 5,408 239 （通勤手当）
1,200 （副学長手当）
1,665 （教育研究連携手当）

千円 千円 千円 千円

14,987 7,715 5,156 119 （通勤手当） 12月9日
836 （副学長手当）

1,161 （教育研究連携手当）
千円 千円 千円 千円

4,266 3,348 52 （通勤手当） 12月10日
363 （副学長手当）
503 （教育研究連携手当）

千円 千円 千円 千円

18,066 11,064 5,167 170 （通勤手当） ◇
1,665 （教育研究連携手当）

千円 千円 千円 千円

14,175 8,736 3,976 149 （通勤手当）
1,314 （教育研究連携手当）

千円 千円 千円 千円

14,200 8,736 3,976 174 （通勤手当） ＊※
1,314 （教育研究連携手当）

注１：「副学長手当」とは、副学長を兼ねている常勤の役員に対して支給するものである。
注２：「教育研究連携手当」とは、賃金、物価及び生計費等が特に高い地域等に所在する勤務箇所に在勤
　　　する役員に支給するものである。
注３：「前職」欄の「◇」は、役員出向者（国家公務員退職手当法第7条の3第1項に規定する独立行政法人
　　　等役員となるために本府省課長・企画官相当職以上で退職をし、かつ、引き続き同項に規定する独立
　　　行政法人等役員として在籍する者）であることを示す。
注４：「前職」欄の「＊※」は、退職公務員（本府省課長・企画官相当職以上で退職した者）が独立行政法人
　　　等の役職員に就任し退職した後国立大学法人等の役員となった者を示す。

３　役員の退職手当の支給状況（平成２０年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

Ｅ理事

Ｈ理事

Ｊ監事

Ｆ理事

Ｇ理事

Ｉ監事

法人の長

理事

監事

法人での在職期間

該当なし

該当なし

該当なし

摘　　要
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成20年度における給与制度の主な改正点

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

6,070 43.8 8,035 5,800 151 2,235

人 歳 千円 千円 千円 千円

1,644 42.4 6,306 4,614 181 1,692

人 歳 千円 千円 千円 千円

3,295 47.0 9,782 7,006 153 2,776

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

832 34.6 5,169 3,801 77 1,368

人 歳 千円 千円 千円 千円

19 52.4 5,842 4,261 114 1,581

人 歳 千円 千円 千円 千円

32 45.2 8,115 5,950 200 2,165

人 歳 千円 千円 千円 千円

247 40.4 6,011 4,407 173 1,604

人 歳 千円 千円 千円 千円

1

（昇格）

勤勉手当

（査定分）

昇給の時期（原則1月1日）前1年間における勤務成績に応じて、昇給させることができる。

従事する職務に応じ、かつ、総合的な能力の評価により1級上位の級に昇格させることがで
きる。

基準日（6月1日・12月1日）以前6箇月以内の期間における勤務成績に応じて決定される支
給割合（成績率）に基づき支給される。

俸給月額

（昇給）

俸給月額

教育職種
（附属高校教員）

　① 人件費管理の基本方針

給与種目 制度の内容

事務・技術

医療職種
（病院医師）

技能・労務職種

医療職種
（病院看護師）

教育職種
（大学教員）

うち賞与

医療職種
（病院医療技術職員）

指定職種

常勤職員

うち所定内人員 平均年齢
平成20年度の年間給与額（平均）

総額
区分

     組織や人員配置のあり方を見直し、業務の徹底した効率化を推進することにより、
　人件費の抑制を図るとともに、新規分野の創成等、必要な組織・事業に総長が人的
　資源を効果的に再配分することとしている。

     国からの運営費交付金が措置されていることから、国家公務員の給与水準を十分考慮し、
　適正な給与水準となるよう努めるとともに、専門性の高い職種等については、個々の経歴
　及び能力に応じた給与の弾力的な運用を図ることとしている。

勤務成績に基づき、昇給及び昇格を実施するとともに、勤勉手当の支給割合（成績率）を決定している。

平成20年4月1日
・教育研究連携手当の支給割合を15.05％に改正した。
・大学入試センター試験及び第2次学力試験に係る入試手当額を改正した。
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人 歳 千円 千円 千円 千円

71 61.9 3,807 3,212 187 595

人 歳 千円 千円 千円 千円

67 61.9 3,827 3,229 189 598

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

4 61.8 3,463 2,919 158 544

人 歳 千円 千円 千円 千円

924 38.1 6,296 6,122 143 174

人 歳 千円 千円 千円 千円

50 45.2 4,578 3,409 178 1,169

人 歳 千円 千円 千円 千円

838 37.5 6,391 6,339 140 52

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

6 41.0 5,409 3,954 96 1,455

人 歳 千円 千円 千円 千円

2

人 歳 千円 千円 千円 千円

10 54.5 11,002 8,248 172 2,754

人 歳 千円 千円 千円 千円

18 32.6 4,552 3,404 193 1,148

人 歳 千円 千円 千円 千円

22 33.9 6,550 4,843 125 1,707

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

22 33.9 6,550 4,843 125 1,707

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

注1：常勤職員、在外職員、再任用職員、非常勤職員の区分については、該当者がいないため表を省略
した。

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

注5：常勤職員の指定職種、非常勤職員の技能・労務職種については、該当者が2人以下のため当該個
人に関する情報が特定されるおそれのあることから、人数以外は記載していない。

任期付職員

事務・技術

[年俸制適用者]

注1：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注2：在外職員、任期付職員の区分については、該当者がいないため表を省略した。

注3：指定職種とは、特に指定された高度な業務を行う職種を示す。

注4：教育職種（附属高校教員）とは、附属中等教育学校教員を示す。

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院医師）

教育職種
（外国人教師等）

医療職種
（病院看護師）

技能・労務職種

事務・技術

再任用職員

医療職種
（病院医療技術職員）

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

技能・労務職種

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医師）
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②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

注：年俸制適用者を含む。以下、②、④及び⑤において同じ。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

部長 14 55.7 10,549 11,370 12,387

課長 68 53.5 9,053 9,492 9,971

副課長 178 54.9 7,469 7,787 8,095

91 52.1 7,091 7,371 7,821

係長 611 44.2 5,960 6,412 6,876

主任 289 38.6 4,823 5,393 5,859

係員 393 32.0 3,860 4,406 4,639

　　「係長」には、「技術専門職員」を含む。

　　「係員」には、「一般職員」「技術職員」を含む。

主査・専門職

年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)〔在外職
員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢 平均

注：年齢20～23歳の該当者は1人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、
平均給与額及び第1・第3四分位を記載していない。

注：「部長」には、「統括長」を含む。

　　「課長」には、「事務長」、「グループ長」、「副統括長」を含む。

　　「副課長」には、「副事務長」、「専門員」、「技術専門員」を含む。

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

0

50

100

150

200
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300

人数

平均給与額

第３四分位

国の平均給与額

第１四分位

年間給与の分布状況（事務・技術職員） 人
千円
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（教育職員（大学教員））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

教授 1,232 54.8 11,349 12,069 12,581

准教授 842 44.9 8,891 9,381 9,901

講師 227 42.8 7,744 8,485 9,229

助教 944 39.1 6,570 7,033 7,515

助手 71 48.5 6,937 7,425 8,107

教務職員 1 - -

注：「教務職員」については該当者が1人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあ
ることから平均年齢以下の事項については記載していない。

人員 平均年齢 平均分布状況を示すグループ
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8,000
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２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳
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平均給与額

第３四分位

第１四分位

年間給与の分布状況（教育職員（大学教員）） 人
千円
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（医療職員（病院看護師））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

看護部長 2 - -

副看護部長 4 53.3 - 8,569 -

看護師長 53 49.1 7,609 7,912 8,759

130 43.0 5,576 6,213 6,806

看護師 636 31.2 3,900 4,579 4,942

准看護師 7 56.4 5,712 5,904 6,037

注2：「副看護部長」については該当者が4人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれが
あることから「第1四分位」及び「第3四分位」については記載していない。

注3：「看護師」には、「助産師」、「保健師」を含む。

注1：「看護部長」については該当者が2人であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあ
ることから平均年齢以下の事項については記載していない。

副看護師長

平均分布状況を示すグループ 人員 平均年齢

１１人
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（事務・技術職員）

区分 計 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級

一般職員 主任 技術専門職員 課長 課長 部長 部長 部長 部長 部長

技術職員 一般職員 係長 副課長 副課長 課長

技術職員 主任 技術専門員 技術専門員 技術専門員

一般職員 技術専門職員

技術職員 係長
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

1644 91 370 819 226 86 45 4 3 0 0
（割合） (5.5%) (22.5%) (49.8%) (13.7%) (5.2%) (2.7%) (0.2%) (0.2%)

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

47 54 59 59 59 59 59 58

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

23 27 28 45 40 45 51 39
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

3,664 4,257 6,398 6,597 7,526 8,737 9,419 9,821

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

2,185 2,633 3,110 4,034 5,405 5,637 8,454 8,155
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

4,929 5,724 8,498 8,837 10,130 11,532 12,442 13,206

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

2,988 3,624 4,311 5,662 7,605 8,029 11,094 10,549

[年俸制適用者]

（教育職員（大学教員）） （教育職員（大学教員））

区分 計 1級 2級 3級 4級 5級 6級 区分 計

教務職員 助教 講師 准教授 教授 教授 助教

助手

人 人 人 人 人 人 人 人 人

3,295 1 993 230 841 1,230 0 22 22
（割合） (0.0%) (30.1%) (7.0%) (25.5%) (37.3%) （割合） (100.0%)

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

62 62 62 62 48

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

25 28 32 38 25
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

6,738 7,440 8,246 15,239 5,663

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

3,198 4,151 4,993 5,987 3,551
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

9,217 10,215 11,390 19,285 7,669

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～
4,372 5,870 7,029 8,468 4,739

（医療職員（病院看護師））

区分 計 1級 2級 3級 4級 5級 ６級 ７級

准看護師 看護師 看護師長 副看護部長 看護部長 看護部長 看護部長

助産師 副看護師長 看護師長 副看護部長

保健師
人 人 人 人 人 人 人 人

832 7 636 135 50 3 0 1
（割合） (0.8%) (76.4%) (16.2%) (6.0%) (0.4%) (0.1%)

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

59 59 59 59 58

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

50 22 29 39 57
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

4,731 5,345 5,718 6,763 7,121

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

4,081 2,573 3,364 4,307 6,737
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

6,361 7,304 7,995 9,405 9,763

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

5,590 3,516 4,588 6,057 9,261

注：教育職員（大学教員）の1級、医療職員（病院看護師）の7級においては該当者が2人以下 のため、当該個人に関する情報が
　　 特定されるおそれのあることから「年齢（最高～最低）」以下の事項については記載していない。

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

③  職級別在職状況等（平成２１年４月１日現在）（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

標準的
な職位

年間給与
額(最高～

最低)

標準的
な職位

標準的
な職位

人員 人員

年齢（最高
～最低）

年齢（最高～
最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

所定内給与年
額(最高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

年間給与額(最
高～最低)

標準的
な職位

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)
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④

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

65.1 68.1 66.7
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

34.9 31.9 33.3

％ ％ ％

         最高～最低 40.5～31.9 37.7～29.1 37.3～30.4
％ ％ ％

65.1 68.0 66.6
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

34.9 32.0 33.4

％ ％ ％

         最高～最低 44.7～28.4 41.4～27.3 43.0～28.6

（教育職員（大学教員））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

63.9 66.8 65.4
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

36.1 33.2 34.6

％ ％ ％

         最高～最低 44.7～28.1 41.4～29.6 43.0～30.2
％ ％ ％

65.2 68.2 66.8
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

34.8 31.8 33.2

％ ％ ％

         最高～最低 44.7～28.0 42.0～25.9 43.0～28.6

（医療職員（病院看護師））

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

61.3 63.4 62.4
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

38.7 36.6 37.6

％ ％ ％

         最高～最低 44.7～33.6 41.4～30.7 43.0～32.1
％ ％ ％

65.0 68.0 66.5
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

35.0 32.0 33.5

％ ％ ％

         最高～最低 44.7～30.8 38.0～27.7 41.3～29.4

一般
職員

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

賞与（平成20年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）
／医療職員（病院看護師））

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）
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⑤

対国家公務員（行政職（一）） 94.5
対他の国立大学法人等 108.1

対他の国立大学法人等 109.3

対国家公務員（医療職（三）） 103.6
対他の国立大学法人等 107.6

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他の国立大学法人等」

においては、すべての国立大学法人等を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給

給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　 　85.8

参考 学歴勘案　　　　　　 93.0

地域・学歴勘案　　　84.7

職員と国家公務員及び他の国立大学法人等との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員／教育職員
（大学教員）／医療職員（病院看護師））

（事務・技術職員）

（教育職員（大学教員））

（医療職員（病院看護師）

　　与水準を100として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

項目 内容

指数の状況

対国家公務員　　94.5

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

　給与水準の適切性の
　検証

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　50.6％
（国からの財政支出額　101,290（百万円）、支出予算の総額  200,112(百万円）：平成20
年度予算）

【検証結果】
国からの財政支出の割合は50.6％となっているが、給与水準自体は適切なものであると考
えている。

【累積欠損額について】
累積欠損額 0円（平成19年度決算）

講ずる措置 今後も適切な給与水準の維持に努めていく所存である。
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○医療職員（病院看護師）

地域勘案　　　　　 　  99.8

参考 学歴勘案　　　　　　 102.9

地域・学歴勘案　　　100.3

○教育職員（大学教員）

学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

項目 内容

指数の状況

対国家公務員　　103.6

講ずる措置

本学医療職員（病院看護師）の対国家公務員指数が100を越えていることについては、給
与水準の比較対象となる地域手当の支給区分や職員構成の相違によるものであると考え
ており、累積欠損額もないこと、平成18年度から国家公務員の給与構造改革の例に倣
い、国家公務員に準じた給与表及び昇給制度等の改正を実施したことや、総人件費改革
の取り組み状況も着実に実行していることから適切な水準であると考えている。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

本学の医療職員（病院看護師）については、国家公務員に支給されている地域手当の支
給区分のうち、ほぼ全ての職員が1級地（東京都特別区）に勤務しており、1級地から非支
給までの全ての支給区分に勤務する国家公務員と比較されていることにより、対国家公務
員指数が高くなっているのものと考えられる。
また、平成20年国家公務員給与等実態調査の公務員の適用俸給表別、級別、（最終学
歴別）人員の医療職俸給表（三）によると、国家公務員の1級（准看護師）の構成割合が
7.1%と本学の構成割合の0.8%と比較して著しく高く、この1級（准看護師）職員の構成比が
異なる影響も対国家公務員指数を高くしているものと考えられる。

　給与水準の適切性の
　検証

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　50.6％
（国からの財政支出額　101,290（百万円）、支出予算の総額  200,112(百万円）：平成20
年度予算）

【検証結果】
本学医療職員（病院看護師）の給与水準については国家公務員の給与水準を超えている
ところであるが、これは給与水準の比較対象となる地域手当の支給区分や職員構成の相
違によるものであり、給与水準自体は適正なものであると考えている。

【累積欠損額について】
累積欠損額 0円（平成19年度決算）

　教員職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標　　107.7

　年俸制適用者以外に係る①表（職種別支給状況）の常勤職員欄の3,295人及び年俸制適用者に係る①表（同）の常
勤職員欄の22人　計　3,317人

（注）　上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、平成20年度の教育職員（大

なお、昨年度までは教育職員（大学教員）と国家公務員（平成15年度の教育職（一））との給与水準（年額）の比較指標である。

11



Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成20年度）

前年度
（平成19年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

基準年度
（平成17年

度）

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

61,213,522 59,399,322 59,471,081 58,931,598

△3.0% △2.8% △3.7%

- △3.5% △4.4%

Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし

人件費削減率（補正値）（％）

6,690,057

総人件費改革の取組状況

年　　　度

給与、報酬等支給総額
（千円）

最広義人件費

701,4939,204,508 8,956,105

福利厚生費

人件費削減率
（％）

区　　分

（△0.9） △ 666,522

中期目標期間開始時（平
成16年度）からの増△減

比較増△減

非常勤役職員等給与

給与、報酬等支給総額

（72.0）

退職手当支給額

（△1.1）△ 539,483

24,902,185 21,116,026

58,931,598 59,471,081

4,337,599 2,352,458 3,114,280

（15.8）99,728,348 93,880,811 5,847,537 13,576,768（6.2）

注１：「非常勤役職員等給与」においては、受託研究費その他競争的資金等により雇用される職員に係る
費用及び人材派遣契約に係る費用等を含んでいるため、財務諸表附属明細書の「17　役員及び教職員
の給与の明細」における非常勤の合計額と一致しない。

注２：「退職手当支給額」欄は、国の常勤職員に相当する法人の常勤職員に係る退職手当支給額を計上
している。

（54.2） （87.1）

（8.2）

（17.9） 10,427,5173,786,159

248,403 （2.8）

「給与、報酬等支給総額」においては、教職員採用可能数（定員）枠の削減、給与構造改革に伴う俸給
表・俸給制度の見直しを行ったことにより、対前年度比0.9%の減となった。

「最広義人件費」においては、平成19年度は教員の定年延長により教員の定年退職者が無く、平成20年
度は教員の定年退職者が生じたこと等による退職手当支給額の増（対前年度比54.2%の増）、外部資金
の獲得の増加に伴う非常勤役職員等給与の増（対前年度比17.9%の増）等のため、全体として対前年度
比6.2%の増となった。

（中期目標）
　「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）において示された総人件費改革の実行計画を
踏まえ、人件費削減の取組を行う。

（中期計画）
　総人件費改革の実行計画を踏まえ、平成21年度までに概ね4%の人件費の削減を図る。

注1：「人件費削減率（補正値）」とは、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人事
院勧告を踏まえた官民の給与較差に基づく給与改定分を除いた削減率であり、平成18年、平成19年、
平成20年度の行政職（一）職員の年間平均給与の増減率はそれぞれ0%、0.7%、0%である。

注2：基準年度（平成17年度）の給与、報酬等支給総額は、法人移行時の人件費予算相当額を基礎に算
出した平成17年度人件費予算相当額である。
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